
伊 丹 市 健 康 づ く り 計 画 推 進 庁 内 連 絡 会 議 設 置 要 綱  

 

（ 設 置 ）  

第 １ 条  市 民 が 生 活 の 質 を 高 め 、 い つ ま で も 健 康 で 生 き い き と 暮 ら

し て い く た め に 、 本 市 健 康 づ く り 計 画 に 基 づ く 健 康 づ く り 施 策 を

積 極 的 に 推 進 す る た め 、 伊 丹 市 健 康 づ く り 計 画 推 進 庁 内 連 絡 会 議

（ 以 下 「 連 絡 会 議 」 と い う 。） を 設 置 す る 。  

（ 所 掌 事 項 ）  

第 ２ 条  連 絡 会 議 の 所 掌 事 項 は 、 次 の と お り と す る 。  

 ⑴  健 康 づ く り に 関 す る 施 策 の よ り 効 果 的 な 実 施 に 関 す る こ と 。  

 ⑵  市 民 ニ ー ズ を 取 り 入 れ た 新 し い 健 康 づ く り 施 策 に 関 す る こ と 。 

 ⑶  健 康 づ く り 関 連 団 体 等 と の 連 携 ・ 人 材 の 育 成 に 関 す る こ と 。  

 ⑷  健 康 づ く り 施 策 の 体 系 化 に 関 す る こ と 。  

 ⑸  そ の 他 委 員 長 が 必 要 と 認 め る も の 。  

（ 組 織 ）  

第 ３ 条  連 絡 会 議 は 、次 に 掲 げ る 委 員 長 及 び 委 員 を も っ て 組 織 す る 。 

 ⑴  委 員 長 は 、 健 康 福 祉 部 長 を も っ て 充 て る 。  

 ⑵  委 員 は 、 別 表 1 に 掲 げ る 者 を も っ て 充 て る 。  

２  委 員 長 は 、 連 絡 会 議 の 事 務 を 統 括 す る 。  

３  保 健 医 療 推 進 室 長 は 、委 員 長 を 補 佐 し 、委 員 長 に 事 故 あ る と き 、

又 は 委 員 長 が 欠 け た と き は 、 そ の 職 務 を 代 理 す る 。  

（ 連 絡 会 議 ）  

第 ４ 条  委 員 長 は 、 連 絡 会 議 の 所 掌 事 務 の 審 議 を 行 う た め 、 そ の 他

必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 連 絡 会 議 を 招 集 す る 。  

２  連 絡 会 議 は 、 委 員 長 が 主 宰 す る 。  

（ 意 見 の 聴 取 等 ）  

第 ５ 条  委 員 長 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 連 絡 会 議 の 構 成 員

以 外 の 者 を 連 絡 会 議 に 出 席 さ せ て 意 見 を 聞 き 、 又 は 必 要 な 説 明 若

し く は 資 料 の 提 出 を 求 め る こ と が で き る も の と す る 。  

（ 庶 務 ）  



第 ６ 条  連 絡 会 議 の 庶 務 は 、 健 康 福 祉 部 保 健 医 療 推 進 室 健 康 政 策 課

が 行 う 。  

（ 細 則 ）  

第 ７ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 連 絡 会 議 の 運 営 に つ い て 必

要 な 事 項 は 、 委 員 長 が 定 め る 。  

付  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

 こ の 要 綱 は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別 表 第 １  

保 健 医 療 推 進 室 長  政 策 室 主 幹  研 修 厚 生 課 長  財 政 企 画 課

長  ま ち づ く り 推 進 課 長  生 活 環 境 課 長  公 園 課 長  地 域・高

年 福 祉 課 長  介 護 保 険 課 長  こ ど も 福 祉 課 長  国 保 年 金 課 長  

健 康 政 策 課 長  農 業 政 策 課 長  ま ち な か に ぎ わ い 課 長  道 路

建 設 課 長  学 事 課 長  保 健 体 育 課 長  こ ど も 若 者 企 画 課 長  

子 育 て 支 援 課 長  幼 児 教 育 推 進 課 長  社 会 教 育 課 長  ス ポ ー

ツ 振 興 課 長  公 民 館 長  市 立 伊 丹 病 院 医 事 課 長  


